
大阪市阿倍野区生涯学習ルーム事業実施要綱 
  （事業目的） 

第１条 生涯学習ルーム事業（以下「ルーム事業」という）は、阿倍野区内の小学校の特別教室等諸施設

を活用し、地域住民の自主的な文化・学習活動や交流活動の場を提供するとともに、身近な講座等の開

催を通じて、学習機会の提供を行い、地域における生涯学習活動の拠点としての役割を果たし、生涯学

習の推進及びコミュニティづくりに寄与することを目的として実施する。 
 

（事業の実施方法） 

第２条 ルーム事業は、大阪市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の職務権限に属する事務として、

区長の補助執行により実施するものであり、その実施方法は次のとおりとする。 

（１）区長は、生涯学習ルームごとに設置された運営委員会に事業の管理・運営を委託する。ただし、基

本備品の整備は教育委員会が行い、その財産の所有権は、大阪市に属するものとする。 

（２）区長は、各運営委員会に対し、連絡調整や、予算の範囲内での事業経費の負担等、必要に応じた支

援を行う。 

（３）学校長は、ルーム事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。 
 

（事業内容） 

第３条  運営委員会は、第１条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。 

（１）講座等の開催 

（２）自主的な文化・学習活動や交流の場の提供 

ただし、利用については、概ね次のとおりとする。 

   ａ）利用対象は原則として地域住民とする。 

  ｂ）利用日時・場所は、学校教育に支障のない範囲で学校長と調整のうえ決定する。 

  ｃ）利用料は、原則として無料とする。 

  ｄ）利用申込みの受付と利用調整は、運営委員会が行う。 

  ｅ）管理運営責任者は、運営委員会委員長があたる。 

（３）その他目的を達成するために必要な事業 
     

（事業として実施できないもの） 

第４条  事業として実施できないものは以下のとおりとする。 

 （１）公序良俗を乱すおそれのあるもの 

 （２）建物または付属設備を損傷するおそれのあるもの  

（３）政治的または宗教的目的があると考えられるもの 

（４）営利を目的とした利用と考えられるもの 

（５）その他管理上支障があると考えられるもの 
     

（個人情報の取扱い） 

第５条 第 3 条に示す事業を行う際に取得した個人情報については適正に管理するとともに、本事業

の目的以外には使用しないものとする。 

 

  （施設の管理責任） 

第６条 ルーム事業実施中の学校施設の管理責任については、主管者である阿倍野区及び教育委員会が責

任を負う。したがって、当該実施校の校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。 

 

（事業参加者の弁償責任及び事故の責任） 

第７条 事業参加者は、当該施設設備を故意又は重大な過失により毀損又は亡失したときは、弁償の責任

を負う。 

２ 事業参加者は、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責めを負わなければな

らない。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、阿倍野区及び教育委員会が別に定める。 

 
附則 この要綱は平成 25年 4月 1日から施行する。 
   この要綱は平成 26年 4月 1日から施行する。 


